
 
  

 
  

＜健康観察・健康チェックカードの徹底！＞                          【保護者の方へのお願い】 

 

・児童が登校したら、「健康チェックカード」を担任に提出します。 

 (検温未実施者は、保健室で検温) 

・朝の会で、担任が「健康チェックカード」を見ながら、 

 健康観察をします。  

※「健康チェックカード」の「家族の健康」の記載を再開 

★｢風邪等の症状あり｣→本人の状態により早退 

・毎朝、必ず児童、同居のご家族の
検温・健康観察をして、「健康チェ
ックカード」に記入をし、持たせてく
ださい。同居のご家族に発熱等の
風邪症状が出た場合は、登校を控
え、医師の了解を得てから登校して
ください。 
・本人が発熱している場合や体調が
悪い場合は、無理をせず、自宅で休
養をしてください。(学校に連絡) 

＜手洗い、消毒の徹底！＞ 

 

・児童は、登校後及び休憩時間ごとの、手指の消毒、給食前の石けんでの
手洗いと手指の消毒を行います。 
・授業で共用する道具を使う場合、手洗いを行うようにします。 

・ご家庭でも、正しい手の 
 洗い方を実践してくださ 
 い。 

＜学校では、いつもマスクを正しくつけます！＞ 

 

・飛沫感染防止のため、学校では常に全員マスクを着用します。 
・マスクの付け方の指導も行います。※不織布マスクを勧めます。 

・子供たちにマスクを着用させて登 
下校をさせてください。 

＜教室の換気をします！＞ 

 

・密閉空間での集団感染防止のため、常に教室の窓とドアを開けて換気を 
 します。また、放課は大きく窓を開け、しっかり換気を行います。 

・ご家庭でも、定期的な換 
 気のご協力をお願いします。 

<授業中・放課> 

 

・次の活動は、十分な感染症対策を講じた上で、注意をしながら行います。 
 

 
・一斉に大声で話す活動、体育での密集・組み合ったり接触したりする運動
は、回数や時間を制限して行います。 
・顔を近付けてのおしゃべりや、体を密着させる遊びはさせません。 
・授業で共用する道具は、使用後、消毒を行います。 

・友達と近付きすぎないよう、子供 

 たちにご指導をお願いします。 

＜給食＞ 

 

・全員教室の正面を向いて、黙食を継続します。食べるとき以外はマスクを外しません。食事を終えたら、すぐにマス
クを着用し、自分の席で静かに待ちます。 
・給食配膳前は、徹底した手洗いと手指の消毒、配膳台や児童の机の消毒を行います。 
・給食当番は体調、衛生的な服装、手指消毒の実施等の給食当番チェックを行います。 

・自分の給食は自分で配膳します。給食当番の児童の分の配膳は、誰が配膳したのか把握できるようにします。 
・職員が配膳を補助する場合は、エプロンを着用します。 
・給食後の歯磨きを中止します。歯の矯正等で歯磨きの必要がある方は、担任まで申し出てください。 

＜その他の対応＞ 

 

・教室では、できる限り児童の机の間隔を離します。 
・児童用机、椅子、トイレ、手洗い場の掃除・消毒は、洗剤を使って清掃の時
間に行います。 
・教職員も出勤前に検温し、不織布マスクを着用するなど体調管理及び感
染予防に十分に気を付けます。 
・十分な睡眠やバランスのよい食事を心がけるよう指導します。 
・校内で風評被害が起こらないよう指導を徹底します。 

・健康観察を常に行い、体調不良者の早期発見・早期対応に努めます。 

・規則正しい生活習慣を心がける 

ことで、体の抵抗力を高めること 

ができます。ご家庭でも、子供た 

ちに十分な睡眠や食事について 

ご指導をお願いします。 

・簡単な体操等を行い、体を動かす

と心も体もリフレッシュできます。 

室場小学校「レベル２」新型コロナウイルス感染防止のための対応 
Ｒ４．１．２１ 

グループワーク等の活動、実験や観察、合唱(マスク着用)、リコーダーや
鍵盤ハーモニカ等の管楽器演奏、調理実習、向かい合っての学習活動 

 オミクロン株により、感染者数が激増し、今まで以上に感染症のリスクが高まってい
ます。学校でできる活動の制限は増えますが、子供たちと共に、感染症対策には十分気
を付けながら、明るい学校生活を送れるよう努力します。 


